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○木曽地域公共交通活性化協議会 分科会設置要領 

改 正 後 現  行 

木曽地域公共交通活性化協議会 分科会設置要領 
 
第１～第５（略） 
 
（事務局） 
第６ 各分科会の事務局は、木曽広域連合地域振興課交通政策室とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第７（略） 
 

附 則 
この要領は、令和４年２月 22 日から施行する。 
この要領は、令和６年３月 15 日から施行する。 
この要領は、令和６年 10 月 28 日から施行する。 
この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
 
別表１（第３関係） 

所 属 機 関 部 署 

構 成 員 

総務・企画

分科会 

北部地域

分科会 

南部地域

分科会 

上松町 住民福祉課 〇  〇 

南木曽町 もっと元気に戦略室 〇  〇 

木祖村 総務課 〇 〇  

王滝村 総務課 〇 〇  

大桑村 住民課 〇  〇 

木曽町 環境水道課 〇 〇 〇 

木曽広域連合 地域振興課交通政策室 〇 〇 〇 

長野県企画振興部 交通政策課 〇 〇 〇 

交通事業者   〇 〇 

 
 
別表２（略） 

木曽地域公共交通活性化協議会 分科会設置要領 
 
第１～第５（略） 
 
（事務局） 
第６ 各分科会の事務局は、それぞれ次のとおりとする。 
（１）総務・企画分科会 
  長野県木曽地域振興局企画振興課、木曽広域連合地域振興課 
（２）北部地域分科会 
  長野県木曽地域振興局企画振興課、木曽町環境水道課 
（３）南部地域分科会 
  長野県木曽地域振興局企画振興課、南木曽町もっと元気に戦略室 
（４）運賃協議分科会 
  長野県木曽地域振興局企画振興課、木曽広域連合地域振興課 
 
第７（略） 
 

附 則 
この要領は、令和４年２月 22 日から施行する。 
この要領は、令和６年３月 15 日から施行する。 
この要領は、令和６年 10 月 28 日から施行する。 
 
 
別表１（第３関係） 

所 属 機 関 部 署 

構 成 員 

総務・企画

分科会 

北部地域

分科会 

南部地域 

分科会 

上松町 住民福祉課 〇  〇 

南木曽町 もっと元気に戦略室 〇  〇 

木祖村 総務課 〇 〇  

王滝村 総務課 〇 〇  

大桑村 住民課 〇  〇 

木曽町 環境水道課 〇 〇 〇 

木曽広域連合 地域振興課 〇 〇 〇 

長野県企画振興部 交通政策課 〇 〇 〇 

長野県木曽地域振興局 企画振興課 〇 〇 〇 

交通事業者   〇 〇 

 
別表２（略） 

 


